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すべて郵送で提出することができます。便利で簡単な郵送
提出を是非ご利用ください。
また、協会けんぽの各種申請書は当協会ホームページより
印刷することができます。

※印刷環境がない場合は、協会けんぽ各支部までご連絡ください。
　郵便にてお送りします。

そんなとき─

各種申請書は郵送提出が可能です!

病院から限度額に
関する証明書を
持参するように
言われたけど…

入院時の
医療費の
支払いが
心配だ…

各医療機関ごとの
窓口でのお支払いが
「自己負担限度額」

までとなり

申請書の入手方法等は
３ページをご覧ください

手続きの詳細等は
２ページをご覧ください

すべての申請を『郵送提出』で受け付けています！

医療費が高額になりそうなときは？

窓口での
支払額が軽減

されます！

保険証と併せて
限度額適用
認定証

を病院に提示すると

退職日の翌日もしくは
扶養不該当となった日から

保険証は
使用できません。
退職や扶養不該当の手続きの際には、保険証を確実に
管轄の年金事務所へご返却ください。
資格喪失後や扶養不該当後に誤って保険証を使用した
場合は、後日「医療費（総医療費の7～9割）」を返還して
いただくことになります。

健康保険が切り替わったことを申し出て、新しい保険証を提示
して受診してください。

保険証の使用について マイナンバーによる課税情報等の確認について

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

傷病手当金・出産手当金の支給額について

任意継続被保険者の保険料算出の基礎となる標準報酬月額は、
次のいずれか低い額を使用して計算します。
㋐資格を喪失した時の標準報酬月額
㋑標準報酬月額の上限
●２８万円：平成31年3月分まで
●３０万円：平成31年4月分から

支給開始日以前の加入期間が１２カ月に満たない方の支給額は、
次のいずれか低い額を使用して計算します。
㋐支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の
　標準報酬月額の平均額
㋑標準報酬月額の平均額
●２８万円：支給開始日が平成31年3月31日までの方
●３０万円：支給開始日が平成31年4月1日以降の方

※4：当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を
	 平均した額

※3：当該年度の前年度9月30日に
	 おける全被保険者の同月の
	 標準報酬月額を平均した額

社会保障と税の共通番号（マイナンバー）を活用して、
国や地方自治体が行政手続きに必要な個人情報をやり取りする制度の
運用が平成２９年11月より開始されております。
協会けんぽにおいても一部対象の申請がございます。
下記案内をご確認ください。

●協会けんぽの「対象申請」について
下記の対象申請種類については、マイナンバーの記入や
本人確認書類等の添付により、協会けんぽでの税情報の
照会・確認を行います。これに伴い、（非）課税証明書などの
添付書類の省略が可能となっております。

①高額療養費
②高額介護合算療養費
③食事療養標準負担額の減額申請
④生活療養標準負担額の減額申請
⑤基準収入額適用申請
⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請

※①～④のうち、診療月（②は基準日）が平成29年7月以前分の申請
については、マイナンバーによる情報確認が利用できないため、被保
険者の（非）課税証明書等の添付が必要です。

平成３１年４月分保険料より、
任意継続被保険者の

標準報酬月額の上限※3が
変わります。

支給開始日以前の加入期間が
１２カ月に満たない場合の、
支給額の算出に使用する

全被保険者の標準報酬月額の
平均額※4が変わります。

保険証が使用できる期間

事業所のご担当者さまへ

健康保険加入日(就職日)から
退職日まで

扶養認定日から
扶養不該当日の前日まで

従業員、社員さま（被保険者） 扶養のご家族さま（被扶養者）

資格の切れた保険証が手元にあったので「つい」使用してしまった結果、医療費の
高額な返還請求や手続きの煩わしさに困惑する加入者様が増えています。
保険証が手元に無ければ、「つい」使用することはありません。後で困らないように、
確実な保険証回収と返却にご協力願います。・また回収が遅くなる場合等は、従業員様
へ使用可能期間についてご説明願います。

現在、受診中の病院が
ある場合は…

退職日の
当日中まで
なんだね

扶養不該当って？
●	就職で自身が被保険者
	 となる日
●	別居や離婚で生計が
	 別となる日
●	収入が増え、扶養の
	 範囲内ではなくなった…
	 　　　　　　　など
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専用の申請書を
ご記入のうえ、
当協会へご提出
ください！

保険証
限度額適用認定証

限度額
適用認定証

保険証
限度額適用認定証

限度額
適用認定証

保険証
限度額適用認定証

限度額
適用認定証 保険証

限度額適用認定証

限度額
適用認定証

入院等が決まったら、「健康保
険限度額適用認定申請書」に
記入・押印してください。

保険者※1（ご加入の協会
けんぽ都道府県支部）へ
郵送してください。

申請書に記入いただいた送
付先へ、限度額適用認定証
をお届けします。

医療機関での受診時に、保険
証と限度額適用認定証を提示
すると、窓口での支払いが自己
負担限度額までで済みます。

協会けんぽ

限度額適用認定証の発行までの流れ

ホームページから申請書を印刷する際の流れ

1 2 3 4

●入力用申請書について

一週間程度

【例】

入力できるPDFファイルを利用し、
パソコンで申請書の入力・作成ができます。

サービスの主な特徴
①	入力時に、その項目の説明を参照し
ながら、入力できます。

②	入力漏れ等をチェックしながら、入
力できます。

③	①や②のチェックにより、記入漏れ
や誤りによる返戻・再提出の手間が
少なくなります！

▶▶▶ 是 非 ご 利 用ください ◀◀◀

詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧いただくか、
協会けんぽ都道府県支部へお問い合わせください。 https:/ /www.kyoukaikenpo.or. jp

ホームページへアクセス ホームの左上にある
「申請書ダウンロード」一覧
より申請種類を選択

全て手書きの場合は
「手書き用申請書」を印刷

PC入力する場合は
「入力用申請書」に
入力した後で印刷

協会けんぽ

コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用することで、
即時に申請書等を入手することができます。

—詳しくは協会ＨＰをご覧ください。

協会けんぽ

1 2

下記
参照

業務上や通勤途中に負傷したことで
医療機関を受診する場合は、
負傷した原因を医療機関へ正しく伝えて、
労災保険扱いで診療を受けてください。

医療機関窓口でのお支払いが高額な負担となりそうな時には、事前申請により限度額
適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると自己負担限度額までの支払い
で済みます。

簡単な手続きで「限度額適用認定証」が発行されます。早めに手続きを行いましょう。

健康保険を
使用することが
できません。

業務上や通勤途中にケガをした場合は

限度額適用認定証の手続き方法について 健康保険と労災保険について各種申請書の入手方法

業務上・通勤途中でのケガに該当するか判断が難しい場合は、勤務先を管轄する
労働基準監督署へご相談ください。
本来労災保険扱いにすべき診療について健康保険扱いで受診した場合は、後日
当協会より医療費（総医療費の7～9割）を返還していただくこととなります。

業務上・通勤途中の傷病の可能性がある場合の確認の流れ
事業所ご担当者様は、対象者から状況を確認のうえ、業務上・通勤途中の傷病の可能性がある場合には、
労働基準監督署に確認してください。

労働基準監督署で確認した結果、業務災害、通勤災害に該当しない場合は、労働基準監督署の担当者
の名前、該当しない理由を確認して控えておいていただき、協会けんぽへご連絡ください。

1

2

3 協会けんぽへご連絡いただきましたら、負傷原因をご報告いただく資料を対象者様へ送付させていた
だきますので、必要事項をご記入いただき、協会けんぽへご提出ください。

医療費が高額になりそうなときは… 申請書はどこでもらえるの？

手続き方法は？

限度額適用認定証の申請手続きを行いましょう！ ホームページから印刷することが
できます。

専用の申請書をご記入のうえ、当協会へ
ご提出ください！

見本見本見本

被保険者証の番号は
必須入力項目です。
入力してください。

申請書を即時に入手できる
ネットプリントもご利用になれます。

下記のような場合は、健康保険証を使用できません。
●・業務中に転倒し骨折したが、パート・アルバイト（学生）なので保険証を利用するように
・ 言われた。
●・通勤途中の事故だけど、軽いケガまたは自損事故だから保険証を使いたい。
●・業務上の事故だったが、勤務先に迷惑がかかるから、労災保険は使いたくない。
●・営業中に私用車（自家用）を運転していてケガをしたので、保険証で受診しようと思う。

業務上や通勤途中のケガは労災保険の適用となります。

3 －① 3 －②

●申請時の注意点
保険証の①「保険者名称」に記載の「全国健康保険協会○○
支部」へご提出ください。

②被保険者は「社員さま」です。受診される対象者に関わらず、
申請書の被保険者欄には社員さまの氏名を記入願います。
（受診をされる「ご家族さま」の氏名等を誤って記入されているケース
が見受けられます。）

被保険者が非課税者等の低所得区分※2に該当する場合は、「健康保険限度
額適用・標準負担額減額認定申請書」でご申請ください。

申請受付月からの発効となります。またお届けまでに１週間程度かかります。
日程に余裕を持ってご申請ください。

●①
●③

●②

※1：お手持ちの保険証に記載されています。（右側の保険証①参照）
※2：所得区分については協会ホームページをご覧ください。

保険者
●①申請書の提出先
　（あて名）
●③申請書の提出先
　（住所）

2 3 4


